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Ⅰ．はじめに

現代日本の物流において、貨物自動車は輸

送トン数や輸送トンキロ数の上で圧倒的な

シェアを占め、長距離大量輸送にも進出して

いる1）。貨物自動車が本格的に普及したのは

第二次世界大戦後（以下、戦後）であるが、

輸送手段としての実用性確立という点では、

両大戦間期（以下、戦間期）にその起源を求

めることができる。戦間期の貨物自動車輸送

に関しては、これまでに地理学や経済史学の

研究者によって検討が加えられてきた。

交通と地域の関係を模索した有末は、伊豆

半島南部を事例に海陸の交通の展開を検討す

る中で、大正期から戦後に至るまでの貨物自

動車輸送の変遷を明らかにした2）。そこでは、

零細業者を中心とする定期自動車便の輸送網

の形成過程が具体的に描かれた。戦間期の定

期自動車便は、戦後の高度経済成長期に著し

く発達した路線トラックの先駆けというべき

もので、その輸送網を跡付けた Nakagawa や

野尻の研究でも前史として取り上げられてい

る3）。自動車による貨客輸送の前提となる車

両保有の動向を時系列で分析した奥井は、京

浜や京阪神などの大都市を含む諸府県から他

県へと普及、拡散していく過程を示した4）。

近代の名古屋を中心とする交通の展開を通史

的に扱った林は、第一次世界大戦期以降の貨

物自動車輸送にも言及し、運送業界の状況や

輸送範囲などについて記述している5）。

2000 年代以降、経済史学における戦間期

交通史への関心の高まりを背景に、貨物自動

車輸送に関わる研究が増加した。都市内の小
こ

運送（鉄道貨物の集配）における貨物自動車

の利用を取り上げたものとして、老川や関谷

の研究がある6）。貨物自動車は、小運送に使

用される限りにおいて鉄道と補完関係にあっ

たが、対抗関係に立つ近距離輸送への進出は

容易であった。北原は、戦間期の道路改良を

検討する中で貨物自動車輸送に言及し7）、都

市化の拡大に伴う近郊農業の発展と自動車輸

送の関係についても明らかにした8）。北原の

研究は、小運送にとどまらない貨物自動車輸

送を明確に主題化した点で注目され、三木や

伊藤による同時期の食料品輸送研究にも影響

を与えた9）。さらに北原は、道路改良に関す
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る事例研究として阪神国道の改築事業を取り

上げ、その前後における阪神間の海陸貨物輸

送の変化について検討を加えた10）。一連の

研究を踏まえて行われた全国レベルの概

観11）は、戦間期の貨物自動車輸送研究にお

ける一つの到達点といえる。そこでは、いく

つかの興味深い指摘がなされているが、特に

地理学の立場から関心が持たれるのは、貨物

自動車の輸送範囲に関する点である。東北や

北海道の事例によれば、貨物自動車運送業に

参入する業者の増加に伴って競争が過熱した

結果、業者は貨物確保のために輸送範囲の拡

大を余儀なくされていたという12）。運送業

者間の過当競争と輸送範囲の拡大について

は、名古屋を対象とした林の研究でもそれぞ

れ言及されており13）、現象としては東北や

北海道の事例と共通するものがあった。京浜

や京阪神でも同様の現象が生じていた可能性

が推察されるが、それら大都市域における貨

物自動車運送業界の状況や輸送範囲について

は検討が不足している14）。当該大都市域は

自動車の普及で先進的な地位にあり、保有台

数も多かった15）だけに、戦間期の貨物自動

車輸送を考える上で重要な地域といえる。資

料面での制約があるとしても、可能な範囲で

検討を深めていく必要がある。

以上を踏まえ、本稿では戦間期の京阪神 3

都市を対象に、貨物自動車輸送の営業面に関

する基礎的事実の把握を行う。まずⅡで、当

該期の 3都市を含む大阪府、兵庫県、京都府

における貨物自動車の台数と、営業用車の比

率について確認する。そして、3 都市では営

業用車の大半が小運送業者以外の運送業者に

よって所有されていたこと、業者間で過当競

争が生じていたことを指摘する。Ⅲでは、過

当競争の下で同業組合が設定した協定運賃に

関する資料に基づき、3 都市を中心とした貨

物自動車の輸送範囲について検討する。

Ⅱ．貨物自動車運送業の拡大

1．貨物自動車の増加

戦間期の日本において自動車が普及する大

きな契機となったのは、1923 年 9 月に発生

した関東大震災である。被災によって鉄道や

軌道が機能不全に陥る中で、各地から動員あ

るいは輸入された自動車16）は貨客の輸送に

活躍し、新たな陸上交通手段としてその価値

を国内に知らしめることとなった。その後、

自動車市場の拡大を見込んだアメリカのメー

カーによって日本での現地組立体制が整えら

れると、自動車の価格は下落し、保有台数が

増加した17）。最初に日本進出を果たしたの

はフォード社で、1925 年に横浜で生産を開

始した。これに刺激される形で、2 年後には

ゼネラル・モータース（GM）社が大阪に拠

点を構えた。

第 1図は、内務省警保局編『警察統計報告』

に基づき、京阪神 3都市を含む大阪府、兵庫

県、京都府における貨物自動車の台数と営業

用車の割合を、1924 年末から 1936 年末につ

いて示したものである。各府県とも 1924 年

末の在籍車は 500 台に満たなかったが、1927

年に GM 社が大阪で現地組立生産を開始し

たことによって普及が進んだ。1927 年末か

ら翌年末にかけては台数の伸びが著しく、そ

の増加率は大阪府で 49％、兵庫県で 59％、

京都府で 33％となっている。1936 年末の台

数は、大阪府で 4,039 台、兵庫県で 3,405 台、

京都府で 1,419 台にのぼった。大阪府と兵庫

県では、台数の増加とともに営業用車が占め

る割合も上昇傾向にあった。
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2．貨物自動車の所属と過当競争

鉄道省運輸局は 1936 年に、各地方の出先

機関に命じて 10 月 10 日現在における貨物

自動車の全国一斉調査を実施した18）。当時

の鉄道省は国有鉄道（以下、国鉄）を運営

するだけでなく、陸上の貨客運送業に対す

る監督を所管しており19）、1933 年に自動車

交通事業法を施行して自動車営業に規制を加

えていた。同法は、定期・定路線で運行され

る乗合自動車（バス）には有効であったが、

大部分の貨物自動車やタクシーに対しては

適用されなかったため、何らかの対策をと

ることが課題となっていた20）。前述の調査

は、このような状況の下に実施されたもの

で、貨物自動車の都市別台数、所属台数別店

数、積載定量別台数など、計 6項目について

明らかにすることとされた。大阪鉄道局は

管内 2府 7県（京都府、大阪府、兵庫県、滋

賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、

島根県）の主要 86 都市（おおむね人口 1 万

以上）における調査の結果を『昭和十一年

十二月　貨物自動車に関する調査』21）にま

とめている。

この報告書を利用して、京阪神 3都市に在

籍する貨物自動車（小型自動車及び官庁関係

のものを除く）の所属（①指定運送店、②非

指定運送店、③自動車運搬業者、④荷主）別

台数を示したものが第 1表である。所属が①

～③のものは営業用車、④のものは自家用車

とみなすことができる。①と②は鉄道貨物の

集配を担う小運送業者で、「指定運送取扱人」

制度22）によって認定を受けた①は、実質的

に国鉄の支配下に置かれていた。そのため、

「鉄道と対抗して自己会社の営利のみを主と

する様な貨物自動車の使ひ方は出来得な

い」23）状況にあった。一方、②は国鉄から

独立しており、小運送だけでなく鉄道と競合

する輸送にも貨物自動車を利用することがで

きた24）。③はその他の業者をさし、鉄道を

補完する輸送を行う場合もあったであろう

が、多くは鉄道と対抗関係に立つ輸送、もし

くは無関係（鉄道路線と並行しない）の輸送

第 1図　大阪府・兵庫県・京都府における貨物自動車台数と営業用車の割合

注）1933 年末はデータなし。

出所）『警察統計報告』により作成。
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を行ったとみられる。これらを踏まえて第 1

表をみると、3 都市とも小運送の用途に特化

した①に所属する貨物自動車の割合はきわめ

て低かったことがわかる。②に所属するもの

を合わせても全体の 1割程度に過ぎず、営業

用貨物自動車の大部分は鉄道と競合する輸送

に用いられる可能性があった。営業用貨物自

動車について、所属別の所有規模をみると（第

2表）、3都市とも所有台数 2台以下の小規模

業者が多く、それらに所属する車両の台数は、

大阪市と神戸市で市内に在籍する営業用車の

4割（京都市で 5割）にのぼった。

小規模業者の乱立した京阪神 3都市におけ

る貨物自動車運送業界は、輸送力の供給過剰

に伴う値下げ競争のために疲弊していた。日

本交通協会が運送業界の関係者を対象として

1935 年 4 月に開催した「自動車経営講習会」

の速記録によれば、「現在京都、大阪、神戸

方面の現状としては、寧ろ貨物輸送に要する

車の需要よりも、遙かに車輛の供給の方が過

剰となつて来て、運賃料金は極度に低下する、

とても此商売を続けて行くことが出来ぬ状態

であ」25）った。原価に満たない運賃で貨物

を輸送し、自動車を酷使していれば、いずれ

経営が立ち行かなくなってしまうことは想像

に難くない。1936 年に発行された貨物自動

車運送業の経営者向けパンフレットには、「ト

ラツク業者は約五年で大 低
（ママ）

潰れて終ふのが

今迄の例」26）という記述がみられるが、こ

れは誇張ではなかったように思われる。

第 1表　京阪神 3都市における貨物自動車所属別台数（1936 年 10 月）

指定運送店 非指定運送店 自動車運搬業者 荷主 計

大阪市 27（1） 291（12） 1,385（58） 679（29） 2,382（100）

神戸市 6（1） 40 （6） 482（70） 158（23） 686（100）

京都市 25（4） 69（10） 397（58） 196（29） 687（100）

注）小型自動車及び官庁関係のものを除く。括弧内の数字は構成割合（％）。

出所）『貨物自動車に関する調査』により作成。

第 2表　京阪神 3都市における営業用貨物自動車の所属別所有規模（1936 年 10 月）

所属
2台以下 5台以下 10 台以下 10 台超過 計

店数 台数 店数 台数 店数 台数 店数 台数 店数 台数

大阪市

指定運送店 1 1 0 0 0 0 1 26 2 27

非指定運送店 34 51 26 94 6 52 6 94 72 291

自動車運搬業者 409 601 105 405 19 132 12 247 545 1,385

計 444 653 131 499 25 184 19 367 619 1,703

神戸市

指定運送店 1 2 1 4 0 0 0 0 2 6

非指定運送店 9 19 2 6 2 15 0 0 13 40

自動車運搬業者 113 178 58 216 8 58 2 30 181 482

計 123 199 61 226 10 73 2 30 196 528

京都市

指定運送店 3 4 2 6 0 0 1 15 6 25

非指定運送店 26 38 3 10 1 9 1 12 31 69

自動車運搬業者 162 199 40 139 6 46 1 13 209 397

計 191 241 45 155 7 55 3 40 246 491

注）小型自動車及び官庁関係のものを除く。

出所）『貨物自動車に関する調査』により作成。
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値下げ競争の過熱は、最終的に運送業者の

共倒れにつながるおそれがあった。大阪貨物

自動車営業組合（1931 年設立）27）をはじめ、

各地で結成された貨物自動車運送業の同業組

合では、運賃の協定が試みられた。また近畿

2 府 4 県では、市や郡を単位とする同業組合

が寄り集まって近畿貨物自動車業連盟を組織

し、「妥当なる運賃の樹立」28）に向けた活動

を展開した。同連盟が 1935 年 11 月に発行し

た『貨物自動車経営宝典標準賃金表』には、

連盟に加入する各地の同業組合の協定運賃が

まとめられており、当時の貨物自動車営業に

関する貴重な資料といえる29）。

Ⅲ．貨物自動車の輸送範囲

本章では『貨物自動車経営宝典標準賃金表』

を資料として、1935 年頃の京阪神 3 都市を

中心とした貨物自動車の輸送範囲を検討す

る。同書には、国鉄と私鉄の駅所在地を基準

とした行先別の協定運賃表（以下、運賃表）と、

現実の空間を歪めて描写された運賃早見図

（以下、早見図）が掲載されており、当時の

近畿地方主要都市を起点とした貨物自動車の

貸切輸送が、どの程度の範囲で行われていた

のかをうかがうことができる。運賃表と早見

図に記載された行先は完全には一致していな

いが、本稿では片方のみに記載されたものも

含めて、資料から判読できる全ての行先30）

を地図上にプロットした。また、早見図の記

載に基づいて行先のポイントを結線し、行先

相互の関係が大まかに把握できるようにし

た。行先の検討に入る前に、自動車の走行を

左右する道路の状況を概観しておく。

1．道路の状況

まず、近畿地方とその周辺における主な道

路の状況を検討する。第 3表は内務省土木局

が作成した『昭和十三年二月　道路現況調』

を利用して、1937年 3月末の近畿2府 4県と、

周辺の 7県における国道・府県道の延長、自

動車交通可能延長、舗装延長をまとめたもの

である。同表で取り上げた各府県においては、

国道・府県道とも自動車交通可能（有効幅員

3.6 m 以上）延長より舗装延長が短かった。

大阪府内では国道延長の 81％と、府道延長

の 18％が舗装済みで、他府県と比較した場

合にはきわめて高い水準にあった。これは大

阪市が商工業の発達した大都市で、自動車交

通も盛んであったため、国道・府道とも積極

的に改良工事が進められたことによる。また、

府の領域が狭小で、舗装率を計算する際に分

母となる道路延長が比較的短かったことも影

響している。福井や奈良、和歌山、鳥取、岡

山の 5 県においては、国道の舗装延長が

10 km 未満で、福井と岡山に至っては県道の

舗装延長さえも10 km に満たない状況であっ

た。自動車交通可能な幅員を有しても、未舗

装のために走行の円滑性に問題のある区間が

少なくなかったといえよう。

次に、大阪を中心とした近畿地方における

主な道路改良について確認する。その先駆け

となったのは大阪・神戸間の阪神国道で、

1926 年末に改築が竣工した31）。続いて 1933

年 5 月には、大阪・京都間の京阪国道の改築

が竣工し32）、京阪神 3都市が改良道路によっ

て結ばれた。これと前後して、神戸・明石間

の神明国道と、京都・大津間の京津国道の改

築も竣工している33）。さらに明石・姫路間

の明姫国道も改築工事が進められた結果、

1935 年 9 月までに国道 2 号34）の大津・姫路

間は、約 155 km にわたって連続舗装区間と

なっていた35）（第 2図）。
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このほか、大阪と奈良を結ぶ府県道大阪奈

良線が1933年 7月に竣工している36）。また、

大阪と和歌山を結ぶ国道 16 号37）（紀州街道）

は、1935 年 9 月時点で堺市から泉北郡大津

町までの区間が改良を終えていた38）。

2．大阪市からの輸送範囲

第 3図は、大阪市中心部を起点とする貸切

輸送において、大阪貨物自動車営業組合が協

定運賃を設定した行先（186 箇所）を示した

ものである。行先は大阪府内だけで 57 箇所

を数え、その範囲は近畿地方にとどまらな

かった。各方面における最も遠方の行先は、

東海方面が名古屋、北陸方面が敦賀、山陰方

面が鳥取、山陽方面が広島、南海方面が田辺

であった。先に引用した 1935 年 4 月の「自

動車経営講習会」速記録によれば、当時の大

阪における貨物自動車は、「山陽方面の明石、

加古川、姫路辺り迄で、夫から山陰方面では

鳥取、福知山方面へ、尚東に向ひましては名

古屋辺り迄も盛に活動して居」39）た。山陽

方面においては、姫路周辺までの輸送が中心

であったことは、第 3図で行先の分布が姫路

より西方で疎になっている状況からもうかが

える。また、大阪から姫路に至る国道がおお

むね舗装済みであった点も、輸送の背景とし

て重要である。名古屋や津山、鳥取から大阪

へは、当時すでに小口貨物の積合せ輸送を行

う定期自動車便が営業を開始しており40）、

道路整備が不十分ではあっても、大阪から当

該都市への貨物自動車による営業運行が可能

であったことを示している。従来鉄道に託送

されていた 1 トンないし 1.5 トン程度の貨物

が、自動車で貸切輸送される場合が生じてい

たと考えられる41）。

大阪市からの行先の中で最も遠方となる広

島は、国道 2号を利用した場合で走行距離が

約 350 km 42）に及んだ。輸送量は多くない

にしても、荷主の要請により運行される場合

があったのであろう。都市内や幹線の一部区

間を除いて道路が未舗装で、給油所の立地も

限られた当時、長距離運行に伴うリスクは小

さくなかったとみられるが、事前に周到な計

第 2図　国道概略図（1935 年頃）

出所）内務省大阪土木出張所編（1933）『昭和八年九月　国道改良工事概要』および日本道路協会編（1977）『日本

道路史』に付属の国道図を参考に作成。
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画を立て、必要に応じて別に燃料を積むなど

して走行していたと考えられる43）。

3．神戸市と京都市からの輸送範囲

第 4図は、神戸市中心部を起点とする貸切

輸送において、神戸貨物自動車組合が協定運

賃を設定した行先（102 箇所）を示したもの

である。行先の分布をみると、明石・姫路間

や阪神間に加え、大阪府内の東海道、南海沿

線などで密度が高くなっている。大阪市から

の行先（第 3 図）で空白となっていた姫路・

岡山間には、3箇所の行先（龍野、那波、上郡）

を確認できる。これは神戸市と兵庫県内の小

都市との経済的つながりを示唆するものとい

える。各方面における最も遠方の行先は、東

海方面が名古屋、北陸方面が敦賀、山陰方面

が鳥取、山陽方面が岡山、南海方面が和歌山

であった。

続いて第 5図は、京都市中心部を起点とす

る貸切輸送において、京都貨物自動車組合が

協定運賃を設定した行先（54 箇所）を示し

たものである。行先の分布をみると、特に大

阪や奈良との間で密度が高くなっている。各

方面における最も遠方の行先は、東海方面が

名古屋、北陸方面が敦賀、山陰方面が網野、

山陽方面が姫路、南海方面が和歌山であった。

行先の中で特に興味深いのは、山陰方面の峰

山と網野である。いずれも絹織物（丹後縮緬）

の産地であり、原料となる生糸を主に甲府や

名古屋、豊橋、四日市、二条などから入荷し

ていた44）。1935 年には、京都市内の二条駅

から峰山駅に 177 トン、網野駅に 140 トンの

生糸が国鉄で小口扱貨物として輸送されてい

第 3図　大阪貨物自動車営業組合の協定運賃設定箇所（1935 年頃）

注）図中の線は、協定運賃設定箇所のポイントを運賃早見図の記載に基づいて結んだもので、実際の運行経路とは

異なる。

出所）『貨物自動車経営宝典標準賃金表』により作成。
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る45）。生糸のような高付加価値で軽量の貨

物は、運賃と輸送単位の関係で、国鉄から自

動車への転移が生じやすかった46）。京都か

ら峰山や網野へ向かう自動車も、従来国鉄に

かかっていた生糸の一部を輸送していた可能

性がある。

以上の大阪、神戸、京都を中心とした協定

運賃資料の検討から、3 都市とも行先の中心

は近傍で、輸送範囲の広がり（特に山陰・山

陽方面）は都市による差が大きかったといえ

る。そして、3 都市からの行先に共通して名

古屋が含まれる点は注目に値する。当時、名

古屋から京阪神方面へ積合せ輸送を行う自動

車が増えつつあったこと47）を踏まえると、

京阪神から名古屋への積合せ輸送はもちろ

ん、貸切輸送も随時行われるようになってい

たとみてよいであろう。100 km 以上隔たっ

た大都市間の物流においても、貨物自動車の

利用される範囲は徐々に拡大していたと考え

られる。

Ⅳ．おわりに

本稿では、戦間期の京阪神 3都市における

貨物自動車営業に関する基礎的事実の把握を

行った。3 都市に関する限り、小運送に専用

される貨物自動車の割合は低く、鉄道と競合

する輸送に用いられる可能性のある車両が多

かった。先行研究で指摘された貨物自動車運

送業界の過当競争問題は、3 都市においても

生じており、同業組合の結成と運賃協定が試

みられた点も共通する。3 都市の同業組合に

第 4図　神戸貨物自動車組合の協定運賃設定箇所（1935 年頃）

注）図中の線は、協定運賃設定箇所のポイントを運賃早見図の記載に基づいて結んだもので、実際の運行経路とは

異なる。

出所）『貨物自動車経営宝典標準賃金表』により作成。
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よる協定運賃資料から貸切輸送の範囲を検討

した結果、いずれの都市においても行先の中

心は近傍で、その広がりは都市による差が大

きいことが明らかとなった。共通する行先の

一つに名古屋が含まれる点は、当時の大都市

間の物流を考える上で注目に値する。

本稿では資料の制約上、積合せ輸送を行う

定期自動車便については部分的に言及するに

とどまったが、戦後の路線トラックの先駆け

として主題化し得る可能性がある。今後の課

題としたい。

〔付記〕本稿の作成にあたり、生田真人先

生をはじめとする立命館大学地理学教室の先

生方にご指導・ご助言をいただきました。記

してお礼申し上げます。
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